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審議会等の会議結果報告 

 

 

・議事の内容 下記のとおり 

 

事務局： 定刻になりましたので、ただ今より、平成 29 年第１回津市国民健康

１ 会議名 平成２９年第１回津市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 
平成２９年２月１６日（木） 

午後３時から午後４時まで 

３ 開催場所 津リージョンプラザ２階第３会議室 

４ 出席者の氏名 

（津市国民健康保険運営協議会委員） 

村田孝憲、伊藤美智、片岡光子、奥田満、二神康夫、川

森英司、中川信之、中川正治、太田増一、須山美智子、

川邊千秋、真柄欽一、磯和康裕、上野公民 

（事務局） 

健康福祉部健康医療担当理事 松岡浩二 

保険医療担当参事（兼）保険医療助成課長 川邊勝利 

保険医療助成課調整・管理・年金担当主幹 藤牧光子 

保険医療助成課管理・年金担当主幹 谷口弘明 

保険医療助成課保険担当主幹 中条尚美 

保険医療助成課保険担当主幹 木下なつこ 

保険医療助成課保険担当副主幹 神田敦史 

保険医療助成課保険担当副主幹 町野倫也 

５ 内容 

⑴ 平成２８年度国民健康保険事業特別会計決算見込

みについて 

⑵ 平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算（案）

について 

⑶ 津市国民健康保険条例の一部改正について 

⑷ 津市国民健康保険保健事業実施計画の進捗状況に

ついて 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

健康福祉部保険医療助成課管理・年金担当 

電話 ０５９－２２９－３１５９ 

e-mail 229-3159@city.tsu.lg.jp 
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保険運営協議会を開催させていただきます。 

本日は、お忙しい中、またお寒い中、当協議会にご出席いただきま

して、ありがとうございます。 

会議に先立ち、事務局を代表いたしまして健康福祉部健康医療担当

理事の松岡より、ごあいさつを申し上げます。 

 

理事：  平素は、国保事業の円滑な運営はもとより、市政の各般にわたりまし

て、ご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

また、本日は、お寒い中、そしてご多用のところ、津市国民健康保

険運営協議会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

さて、国保事業を取り巻く環境につきましては、皆様方もご承知の

とおり、高齢化の進展や医療技術の高度化等に伴います医療費の増加

などによりまして、財政的に非常に厳しい状況に置かれております。 

そうした中で、前回も若干お話し申し上げましたが、平成 30 年４月

から、国保制度の広域化と財政基盤の強化を図るために、財政運営の

責任主体を県のほうへ移行するという大改革が実施されることになっ

ております。 

現在、県においてその準備が進められており、納付金の算定方法を

はじめ、今後の国保事業の運営方針などについて、県と市町で継続的

な協議を進めているところでございます。 

今後、この大きな制度改正に適切に対応するよう、国県の動向を注

視しながら、安定的かつ効率的な国保事業の運営に努めてまいりたい

と考えております。 

一方で、津市の国保の財政運営状況についてでありますが、平成 28

年度は、約 21％アップの保険料率改定を行いまして、当初予算から約

1 億 8,800 万円の一般会計繰入金を計上しておりましたことから、医

療費が引き続き高水準で推移する中ではありますが、インフルエンザ

の流行等も想定内の状況でありまして、また、糖尿病重症化予防事業

やジェネリック医薬品の使用推進等の取組にもよりまして、今年度の

収支については何とかやりくりできる見込みとなっております。 

また、平成 29 年度におきましても、被保険者の負担増をできるだけ

抑えていこうということで、当初予算から、収支の不足分につきまし

て、平成 28 年度に引き続き、約 1 億 5,000 万円の一般会計繰入金を計

上することとしております。 

これによりまして、保険料率については据え置く方針でいきたいと

考えております。 
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予算関係の詳細につきましては、後ほど担当のほうから説明をさせ

ますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、甚だ簡単では

ございますが、わたくしからのごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局： 本日の出席者数は１４名でございます。田中委員、渡部委員、長﨑委

員、葛西委員は所用により欠席でございます。 

津市国民健康保険条例第２条に掲げる委員の各１名以上を含む過半

数の出席がありますので、津市国民健康保険条例施行規則第４条第５

項の規定を満たしておりますことをご報告します。 

それでは、会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長：  それでは、事項書に基づき、議事を進めさせてまいりたいと思います。 

議事１ 平成 28 度津市国民健康保険事業特別会計決算見込みにつ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

課長：   保険医療助成課長の川邊と申します。どうぞよろしくお願いします。 

昨年 10 月に、平成 28 年度及び 29 年度の国民健康保険事業にかか

る財政見込に関する資料を送付させていただき、資料での説明となり

失礼いたしましたが、今回は、時点も変わりより精査した数字を示さ

せていただきます。 

それでは、議事１「平成 28 年度国民健康保険事業特別会計決算見込

みにつきましてご説明いたします。 

資料１-１、平成 27 年度決算額平成 28 年度決算見込み額を比較し

た資料をご覧ください。また、参考として次ページの資料１-２として、

平成 28 年度の当初予算額と平成 28 年度の決算見込額を比較した資料

も添付しておりますので、参考としてください。 

それでは資料１-１に基づきまして 先ず、表の右側、歳出の主なも

のの決算見込みについてご説明いたします。 

右表の中央部分が 28 年度の決算見込額になっておりますのでご覧

ください。総務費は、4 億 3,163 万 5 千円で、支出の主なものは職員

の人件費及び国保事務関係の電算システム業務委託料などで、対前年

度比 4,037 万 5 千円、10.3％の増を見込んでいます。 

次に、保険給付費は、200 億 3,360 万 5 千円で、支出の主なものは、

被保険者の医療に係る療養給付費や高額療養費、出産育児一時金など

で、対前年度比 3 億 4,271 万 4 千円、1.7％の減を見込んでいます。保
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険給付費は歳出全体の 62.1％を占めることから、この増減により国保

会計の財政運営が左右されるほどの大きな経費となっています。 

恐れ入りますが、参考資料１の２ページ、３保険給付費及び一人当

たり給付額の推移・推計をご覧ください。 

これまで、保険給付費は、高齢化の進展や医療技術の高度化により、

増加の一途でありましたが、平成 28 年度においては、前年度と比べる

と減少となる見込みであります。その要因といたしまして、３点ござ

いまして、１点目は平成 28 年度診療報酬・薬価改定が実質 1.31％の

引き下げであったこと、２点目は、昨年度後半の医療費の伸びに大き

く影響を与えたC型肝炎新薬の薬価が4月から３割値下げされたこと、

また、2 月より、肺がん治療薬の薬価が５割値下げされたこと。 

３点目は、少子高齢化と景気・雇用情勢の改善により、被保険者数

が減少していることが挙げられます。 

資料の１－１に戻っていただき、右側の中央の後期高齢者支援金等

は、33 億 9,319 万 5 千円で、後期高齢者医療制度への支援金として全

医療保険者が負担し、社会保険診療報酬支払基金に拠出するもので対

前年度比 8,658 万 7 千円、2.5％の減を見込んでいます。 

次に、前期高齢者納付金等は、246 万 9 千円で、65 歳以上 75 歳未満

の方の医療費について、保険者間の加入者の偏在による負担の不均衡

を是正するため、社会保険診療報酬支払基金に納付金を拠出するもの

で、前年度比 12 万 1 千円、5.2％の増を見込んでいます。 

次に、介護納付金は、11 億 5,442 万 6 千円で、40 歳から 65 歳未満

の介護保険第 2 号被保険者の保険料相当額を全ての保険者が社会保険

診療報酬支払基金へ納付するもので、対前年度比 9,271 万 2 千円、

7.4％の減を見込んでいます。 

次に、共同事業拠出金は、66 億 2,604 万円で、県下の各市町が医療

費の費用負担を分散・調整するため、分担して国保連合会に拠出する

もので、対前年度比 1 億 9,626 万 8 千円、2.9％の減を見込んでいま

す。 

次に、保健事業費は、3 億 2,666 万 6 千円で、特定健診・特定保健

指導の事業に係る経費及び各種がん検診等の自己負担金の助成などで、

検診受診率等の伸びを見込み、対前年度比 1,967 万 9 千円、6.4％の増

を見込んでいます。 

次に、諸支出金は、2 億 9,041 万４千円で、国庫補助金等の返還金

などで、対前年度比 1 億 2,406 万 6 千円の減を見込んでいます。 

以上、歳出総額は、322 億 7,856 万 1 千円の予算でございます。 
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続きまして、歳入の主なものの決算見込み額についてご説明いたし

ます。 

表の左側の中央部分をご覧ください。 

保険料（税）収入は、63 億 9,847 万 9 千円で、対前年度比 5 億 7,038

万 7 千円、9.8％の増を見込んでいます。 

増となりました要因といたしましては、平成 28 年度の保険料率の改

定によるものでございます。 

次に、少し飛びまして、国庫支出金は、58 億 2,868 万 9 千円で、う

ち国庫負担金は、45 億 8,797 万 3 千円で、主に一般被保険者の療養給

付費等、後期高齢者支援金、介護納付金の支出を補てんするための負

担金で、概ね 32％が交付されるものでございます。 

国庫補助金は、12 億 4,071 万 6 千円で、療養給付費負担金と同様、

一般被保険者の医療費などの支出額の概ね 7％が交付される財政調整

交付金が主なものでございます。 

次に、療養給付費交付金は、5 億 9,596 万 6 千円で、対前年度比 3 億

4,256 万 7 千円、36.5%の減を見込んでおります。この交付金は、退職

被保険者等にかかる医療費などを補てんするために社会保険診療報酬

支払基金から交付されるものでございますが、退職者医療制度の廃止

に伴い、段階的な退職被保険者数の減少に因るものでございます。 

次に、前期高齢者交付金は、90 億 395 万 5 千円で、対前年度比 5 億

7,442 万 5 千円、6.8%の増を見込んでおります。 

これは、歳出でご説明しました 65 歳から 75 歳未満の前期高齢者の

医療費について、保険者間の加入者の偏在による負担の不均衡などを

是正するため、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでござ

います。 

次に、県支出金は、13 億 4,956 万 6 千円で、うち県負担金は、2 億

2,659 万 7 千円で、高額医療費共同事業負担金が主なもので、歳出の

高額医療費共同事業拠出金の約 25％が交付されるものでございます。

県補助金は、11 億 2,296 万 9 千円で、一般被保険者の療養給付費等、

後期高齢者支援金、介護納付金の支出を補てんするために支出額の概

ね８％が交付される財政調整交付金でございます。 

次に、共同事業交付金は、66 億 2,602 万円で、対前年度比 3 億 5,297

万 5 千円、5.1%の減を見込んでいます。これは、歳出でご説明しまし

た県下の各市町の医療費の費用負担を分散・調整するため、国保連合

会から交付されるものであります。 

次に、一般会計繰入金は、23 億 9,027 万 6 千円で、対前年度比 3 億
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8,813 万円、14%の減を見込んでいます。減となりました主な理由は、

その他繰入金、いわゆる法定外繰入金が 1 億 8,841 万 9 千円と前年度

と比べ大幅な減額となったこと、これは、保険給付費に伸びがなかっ

たことによる財源補てん分の減によるものでございます。 

次に繰越金は、339 万 5 千円で、前年度からの繰越金でございます。 

次に、諸収入は、7,948 万 5 千円で、対前年度比、2,972 万 3 千円、

27.2％の減を見込んでおりますが、これは、医療機関からの返納金及

び三重県国民健康保険団体連合会精算金の減によるものでございます。 

以上、歳入総額、歳出総額ともに 322 億 7,856 万 1 千円を計上して

おります。 

そのほか、参考資料１・現時点での国民健康保険事業の概要、参考

資料２・国保料の収納状況に係る説明は、大変申し訳ございませんが、

今回時間の都合上、省略をさせていただきます。過去の運営協議会の

際にも、同様の資料をお渡しさせていただいており、その最新版とな

りますので、参考としてください。よろしくお願いします。 

以上で平成 28 年度国民健康保険事業特別会計決算見込みの説明を

終わらせていただきます。 

 

議長：   ただいま、事務局から平成 28 年度津市国民健康保険事業特別会計決

算見込みについて、説明がありましたが、何かご質問、ご意見等ござい

ましたらご発言をお願いします。 

ないようですので、議事１につきましては終了させていただきます。 

続きまして、議事２平成 29 年度津市国民健康保険事業特別会計予算

（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

課長：  それでは、続きまして、議事２平成 29 年度国民健康保険事業特別会

計予算（案）についてご説明いたします。 

昨年 10 月に財政状況資料を送付させていただいた際、平成 29 年度

の保険料率については、料率改定を行わない方向で検討しており、平

成 28 年度の財政運営を見極めて判断するとお示させていただきまし

た。先ほど説明いたしました平成 28 年度決算見込みにおいて財源不足

が生じない見込みであること、また、広域化により、今後の収支状況

の予測が立てにくいことから、平成 29 年度は料率改定を行わず、現状

の料率での予算計上となっております。 

歳出においては、事業必要経費を最小限に抑え、また、歳出の大部

分を占める保険給付費は、前年度当初予算額の約 1.3％の減と見込ん
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でおります。一方、歳入においては、根幹となる保険料につきまして

は、少子高齢化と景気雇用情勢の改善により、被保険者が減少してい

ることから、前年度当初予算額の 8.7％の減と見込んでおります。 

結果、約１億 5 千万円の歳出超過となり、当初予算編成時から、財

源不足分については、国保財政の安定化のために、一般会計からの国

民健康保険事業特別会計への法定外繰入を計上しております。 

具体的に資料を用いて、説明させていただきます。 

資料２-１は平成 28 年度当初予算案と平成 29 年度当初予算案を比

較したもの、資料２-２は、28 年度決算見込みと 29 年度当初予算を比

較したものとなっています。説明は、主に資料２-１に基づき行います

のでご覧ください。 

それでは、先ず、資料２-１表の右側、歳出の主なものについてご説

明いたします。 

右表の中央部分の 29 年度の当初予算（案）をご覧ください。 

総務費は、4 億 5,527 万 4 千円の計上で、消耗品費や通信運搬費等

の事業経費を必要最小限に削減いたしましたが、国民健康保険事業に

従事する職員数や広域化に伴うシステム改修費用の増により、対前年

度比 8.9％の増となる見込みでございます。 

次に、保険給付費は、204 億 5,071 万 2 千円の計上で、一般被保険

者の療養給付費、高額療養費が対前年度比 2 億 7,224 万円、1.3％の減

の見込みでございます。 

これは、一人当たりの平均医療費は伸びているものの、被保険者数

の減少と高額な薬剤であるＣ型肝炎、肺がん治療薬などの薬価が値下

げされたことによるものでございます。 

次に、後期高齢者支援金等は、35 億 6,811 万円の計上で、対前年度

比 1.3％の増を見込んでいます。 

前期高齢者納付金等は、1,142 万 9 千円で、対前年度比 474.6％と大

幅に増額しておりますが、これは、保険者間の負担の差異をやわらげ

るため１人あたりの納付金の負担率を変更したことによります。 

少し飛びまして、介護納付金は、12 億 504 万 3 千円の計上で、対前

年度比 2.2％の増を見込んでいます。 

次に、共同事業拠出金は、68 億 7,527 万 9 千円の計上で、対前年比

7.6％の減を見込んでいます。これは県下の各市町の医療費の費用負担

を分散・調整するため、国保連合会に拠出するものであります。 

次に、保健事業費は、3 億 4,568 万 8 千円の計上で、特定健診の単

価増や、事業計画策定委託料の増により、対前年度比 3.0％の増を見
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込んでいます。 

以上、平成 29 年度の歳出予算総額は、329 億 8,745 万 6 千円で、前

年度当初予算と比較しますと、6 億 9,549 万 3 千円、2.1％の減となる

見込みです。 

続きまして、歳入の主なものについてご説明いたします。 

表の左側をご覧ください。 

保険料（税）収入は、62 億 15 万 8 千円の計上で、対前年度比 8.7％

の減を見込んでいます。少子高齢化と景気雇用情勢の改善により、被

保険者が減少していることによるものでございます。 

また、保険料の歳入全体に占める割合は、18.8%で、この後ご説明し

ます前期高齢者交付金、共同事業交付金、国庫支出金に次ぐ、大きな

歳入となっております。 

次に、国庫支出金は、64 億 5,588 万 1 千円の計上で、療養給付費や

高額医療費共同事業の負担金、財政調整交付金、広域化に伴う国保制

度関係業務準備事業費補助金などで、対前年度比 0.2％の増を見込ん

でいます。 

次に、療養給付費交付金は、4 億 5,887 万 6 千円の計上で、退職者

医療制度の廃止に伴い対象者数が段階的に減少していくことから、交

付金の対象経費である退職被保険者等の医療費の減少により、対前年

度比 34.2%の大幅な減を見込んでいます。 

次に、前期高齢者交付金は、93 億 485 万 7 千円の計上で、65 歳から

74 歳以下の被保険者の加入割合からの算出分と過年度の精算分を含

め、対前年度比 2.9％の増を見込んでいます。これは 65 歳から 74 歳

までの前期高齢者について、保険者間の加入者の偏在による医療費負

担の不均衡などを是正するため、社会保険診療報酬支払基金から交付

されるものでございます。また、歳入全体に占める割合は 28.2%と最

も多く、歳入の根幹となるものといえます。 

次に、県支出金は、15 億 3,227 万 6 千円の計上で、高額医療共同事

業の負担金、国保財政安定化のため交付される財政調整交付金等で、

対前年度比 1.0％の増を見込んでいます。 

次に、共同事業交付金は、68 億 7,525 万 9 千円の計上で、対前年度

比 6.4％の減を見込んでいます。これは、歳出でご説明しました県下

の各市町の医療費の費用負担を分散・調整するため、国保連合会から

交付されるものであります。 

次に、一般会計繰入金は、20 億 9,351 万 5 千円の計上で、後にご説

明いたします低所得者に対する保険料軽減措置の拡充により、保険基
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盤安定繰入金が増となることから、対前年度比 17.7％の増を見込んで

います。また、財源不足分として、その他繰入金 1 億 5088 万 1 千円に

つきましては、冒頭でも申し上げましたが、保険料には転嫁せず一般

会計からの法定外繰入の予算計上としております。 

以上、歳入総額 329 億 8,745 万 6 千円で、前年度当初予算と比較し

ますと、6 億 9,549 万 3 千円、2.1％の減となる見込みです。 

以上が 29 年度当初予算についての説明ですが、保険給付費、いわゆ

る医療費の支出が予測以上に増加した場合などは、補正予算で対応し

ていく予定でございます。 

今後も、厳しい国保財政が続いていくことから、これまで以上に保

険料の収納努力に取り組むとともに、レセプト点検の充実強化や特定

健診及び特定保健指導、後発医薬品の普及について積極的に取り組み、

医療費の適正化を進めることにより、健全な財政運営に努めてまいり

たいと考えております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長：  ただいま、事務局から平成 29 年度津市国民健康保険事業特別会計予

算（案）について、説明がありましたが、何かご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

 

委員：  被保険者数が減少しているのはどういう要因か。 

収納率どれくらいのパーセントでやっていただいていますか。 

一般会計が上がっていくということですが、30 年度まで持ちこたえ

られるか。基金に繰入はしないということなので。 

 

課長：  まず１つ目の被保険者数の減少の理由ですが、少子高齢化に伴い、75

歳で後期高齢者医療保険への加入で抜けていく方、人口ピラミッドを

イメージしていただきますとだんだん抜けていく方の方が多いという

ことが１つ。28 年 10 月から短時間労働者、いわゆるパートの方が社会

保険に加入することが義務付けられたことによりまして、こちらに流

れていきます。参考資料１をご覧ください。１番を見ていただきますと、

27 年度は被保険者数 6 万 4,988 名です。28 年度になりますと現時点 12

月末で 6 万 717 名になりまして、4,271 名昨年度よりも減少しておりま

す。率にしまして 6.6 パーセントの減ということになります。このよう

な形で減少してきているという次第です。 

２つ目の質問の収納率ですが、28 年度料率改定をさせていただき、
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値上げをさせていただきました。参考資料２の国民健康保険料収納状

況の表の２番をご覧ください。27 年度 12 月時点と 28 年度 12 月時点

を比較したものです。28 年度 12 月末時点では現年度分マイナス 0.4

パーセント、減ということになっております。滞納繰越分につきまし

ては 0.8 パーセントの増。合計しますと徴収率で前年度と比較します

と 1.5 パーセント増となっております。これは 12 月末ですので１月

末での数字を参考に申し上げますと、現年度分が 0.03 パーセントの増

となっております。滞納繰越分は 0.96 パーセント増、合計 1.99 パー

セント増という形で、全体的には増ということになっておりますのが

最新の状況でございます。 

続きまして一般会計への繰入の状況ということですが、28 年度につ

きましては、28 年度の補正予算、29 年度の当初予算案の中でも申し上

げさせていただきましたとおり、当初から法定外、ルールに定められ

ていない繰入ということで、28 年度は皆様に議論いただいた中で急激

な値上げを防ぐためにという事と、国保を安定化させるためという事

で、当初予算から 1 億 8,800 万ほど盛り込んでいただく形で議会でも

承認いただきました。29 年度の当初予算案につきましては、財源不足

分として当初予算から 1 億 5,000 万を予算計上させていただいており

ます。法定外繰入はそれだけで、あとの一般会計繰入はルールに則っ

た分ですので、28 年度の１億 8,000 万と 29 年度は約１億 5,000 万を

一般会計から補てんしていただく見込みになります。なんとか平成 30

年度の広域化に向けて、29 年度は料率改定を行わずにこのままいきた

いと考えております。 

 

議長：   よろしいですか。 

 

委員：  はい。 

 

議長：    他の方どうですか。被保険者代表の方よろしいですか。 

他にございませんか。 

他になければ、議事２につきまして、当運営協議会としましては承

認をするということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは議事２につきましては終了させていただきます。 

続きまして、議事３津市国民健康保険条例の一部改正について、事

務局説明をお願いいたします。 
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課長：  引き続きまして、平成 29 年度の国民健康保険制度の改正についてご

説明させていただきます。 

資料３をご覧ください。 

まず、１については、先回 8 月の運営協議会で説明させていただき

ましたが、国民健康保険料の賦課限度額の改正で、基礎賦課額及び後

期高齢者支援金賦課額の限度額を各々2 万円、計 4 万円引き上げるも

ので、平成 29 年 4 月 1 日から施行されます。 

次に２については、金融・証券税制の見直しにより、公社債等及び

株式等に係る所得に対する課税が見直されたこと、また、市民税に新

たな分離課税区分が創設されたこと、これらから、平成 29 年度の年度

分の保険料より、次ページ参考１のように、保険料の算定及び軽減の

判定の基礎とする所得が変更となるものでございます。現行と改定後

と、その他の所得の中で変わってくる部分がございまして、この中で

上場株式等に係る配当所得が上場株式等に係る配当所得等、この等に

つきましては特定公社債の利子所得も含みます。特定公社債とは、国

債、地方債、外国債、公社債投信それらのものも含みます。それから

現行の株式等に係る譲渡所得等が、一般株式等に係る譲渡所得等、上

場株式等に係る譲渡所得等の２つに分けられます。特定適応利子等に

係る利子及び配当がその他所得として追加されることにより、保険料

の算定及び軽減に判定する所得に加えることになります。 

次に３については、平成 29 年 4 月 1 日から、低所得者層に対する保

険料軽減措置の対象となる世帯が拡大されるものでございます。軽減

措置について、所得判定基準が引き上げられ、平成 26 年度から４年続

けての拡大となります。 

その概要については参考２をご覧ください。 

左側の点線枠で囲ったところをご覧いただくと、軽減判定所得とし

て、現行の５割軽減基準額は、基礎控除額 33 万円に、26 万 5 千円に

被保険者数を乗じた額を加えた額となっていますが、改正後は、が 27

万円に変更になりましたので、被保険者一人当たり 5 千円引き上げら

れることになります。２割軽減基準額につきましては、左側の現行は

基礎控除額 33 万円に、48 万円に被保険者数を乗じた額を加えた額と

なっていますが、右側の改正後は、49 万円に変更され、被保険者１人

当たりの基準額が 1 万円引き上げられることになります。このように

低所得者に対する保険料の軽減措置の対象となる世帯が拡大されるこ

とになります。 

資料３にお戻りいただき、次に４でございますが、国民健康保険制
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度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平や、負担

能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で、高額

療養費の算定基準額を見直すことになりました。その概要については、

参考３の下段をご覧ください。70 歳から 74 歳の者の高額療養費につ

いて、平成 29 年度 8 月から、平成 30 年度 8 月からの２段階で見直し

が行われます。外来療養において、現行では現役並み所得者は 44,400

円のところ、平成 29 年度の改正で 57,600 円に、一般所得者は現行

12,000 円が改正後に 14,000 円に限度額が増額となり、新たに自己負

担額の年間合計上限額が設定されます。また、一般被保険者の入院療

養については、現行 44,400 円を 57,600 円に限度額を引き上げ、新た

に多数回該当の基準額を従前の基準額 44,400 円に設定します。 

最後に資料３の５でございますが、医療と介護、及び入院と在宅療

養の公平化を図る観点から、入院時生活療養費が見直され、65 歳以上

の医療療養病床に入院する患者の居住費について、難病患者を除き、

光熱水費相当額の負担を求めることになりました。概要については、

参考４をご覧ください。急激な負担増とならないよう、平成 29 年 10

月 1 日、平成 30 年 4 月 1 日の２段階で見直されます。 

以上が、平成 29 年度中の改正内容でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長：  ただいま、事務局から津市国民健康保険条例の一部改正について説明

がありましたが、何か御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願

いします。 

 

委員：  いい面と悪い面がある。光熱費はとられるし。 

 

課長：  ３番４番５番につきましては国の法律が変わることを説明させてい

ただきました。１につきましては昨年の 12 月に条例改正を市議会にあ

げさせていただきました。 

 

議長：  他になければ、議事３につきましては終了させていただきます。 

続きまして、議事４津市国民健康保険保健事業実施計画の進捗状況に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

担当主幹：保険担当の木下と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

まず資料の訂正をお願いします。資料４をご覧ください。裏側の表



13/15 

の一番下、※１地域保健健康増進事業報告の出し方が平成 257 年度よ

り変更有りとありますが平成 27 年度に訂正をお願いします。大変失礼

いたしました。それでは計画の進捗状況についてご報告させていただ

きます。 

委員の皆さまにご意見を頂き、平成 27 年 12 月に作成しました津市

国民健康保険保健事業実施計画の目標達成状況について、資料４に基

づきましてご報告させていただきます。 

本計画は医療費・特定健診結果・介護データの分析を行い、「健康寿

命の延伸及び医療費の適正化」を長期目標に掲げ、平成 29 年度までに

「生活習慣病を防ぐために行動する人の増加」と「生活習慣病の重症

化を防ぐために行動する人の増加」を中期目標として保健事業の実施

計画を作成し、本計画に基づき保健事業を実施しているところであり

ます。本計画は、データ分析から医療費負担の大きい疾患や将来医療

負担が増大すると予測される疾患、介護の原因疾患等を分析して７つ

の重点課題に分けました。それが資料４の一番左の項目で①から⑦の

項目となっています。それぞれの課題別に 29 年度の目標を掲げ、保健

事業を実施しているところです。 

平成 28 年度は実施中のものが多いため、今回は直近値での目標達成

を一番右の項目に示させて頂きました。まだ実施中や集計中の項目も

ありますが、目標達成には至らなかった項目には色がついています。

それでは課題別にご報告させて頂きます。 

まず重点課題の①人工透析です。平成 28 年度からの新規事業である

糖尿病性腎症重症化予防事業を現在実施中です。項目１-１評価指標１

重症化予防事業利用率は目標達成しております。しかし、その下の２

の未治療者への勧奨後の受診率は目標達成には至りませんでした。３,

４については現在事業を行っておりますので終了後に評価します。２

-３の特定健診後の医療受診率は増加していますが、まだ目標達成には

至っておりません。 

続きまして②生活習慣病では、１-２「勧奨後の受診承諾者の受診率」

では電話は達成しておりますが訪問では達成していません。その６つ

下にあります３-１「特定健診啓発回数」、２「啓発人数」は目標達成

しております。その結果、１-１特定健診受診率は増加しました。今後

も目標達成めざして取り組んでいきたいと思います。また、特定保健

指導については、２-５「健康測定会での特定保健指導」は目標達成し

ましたが、２-１の「特定保健指導終了率」、２-２「申込率」、２-３「利

用勧奨後の申込率」は減少しており、目標値と隔たりがある状況です。
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４-１「間食について」は健診質問票でも減少していません。４-２「保

健指導前後の間食習慣の比較」は今後集計します。５-１「特定健診の

結果受診勧奨域となった人の医療機関受診率」と、６-１「受診勧奨後

の受診率」は達成には至っておりません。以上のように②生活習慣病

への取り組みはまだまだ目標と隔たりがあり、さらに取り組みを強化

しなければいけない課題となっています。 

続きまして③統合失調症・うつ病についてです。重複受診者への訪

問や関連機関へのデータ提供、健康教室でのうつ病とこころの健康に

ついて知る機会の提供を挙げており、すべての項目において目標達成

しております。 

④肺がんについては、３-１「津市国民健康保険被保険者の肺がん検

診受診率」は増加していますが、１-１「肺がん検診受診率」は算定方

法が変わったこともあり目標達成には至りませんでした。また、２-１

「精密検査となった人の受診率」は減少しており、引き続き取り組む

必要があります。 

⑤関節疾患については、１-１,２「グループ支援」ですが、こちら

は２月末に実施予定のため評価できません。２-１，２運動習慣につい

ては、特定健診質問票で「運動習慣を取り入れていないと回答する人」

は減少していません。そのため、啓発に力を入れる必要があり、３-１

「元気アップ教室」や５-２「関節疾患の啓発実施人数」は目標を達成

していますが、４-１「骨の健康相談・教室」、５-１「転倒予防教室」

はまだ目標達成しておらず、引き続き取り組む必要があります。 

⑥肺炎については、２-１，２「肺炎球菌、インフルエンザのワクチ

ン接種率」は減少しており目標達成に至っておりませんが、３-１「誤

嚥性肺炎についての講話」については目標達成しております。 

⑦ジェネリック医薬品の普及については、普及率は増加しています

がまだ目標達成には至っておりません。 

直近値での目標達成状況についての報告は以上ですが、今後はさら

に目標達成をめざして今年度の残りの取り組みを進めていきます。そ

して、平成 29 年度に本計画を見直し、30 年度からの第２期津市国民

健康保険保健事業実施計画を作成する予定です。これらの取り組み結

果を踏まえ、再度医療費等のデータ分析を行い、保健事業の見直しを

行いたいと思います。今年の夏頃には委員の皆さまに計画案をお示し

させて頂きたいと思いますので、ご意見を頂きたいと思います。今後

ともよろしくお願いします。以上で計画についての報告を終わります。 
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議長：  ただいま、事務局から津市国民健康保険保健事業実施計画の進捗状況

について説明がありましたが、第２期の計画は夏頃だそうですが、何か

御質問、御意見等ございましたらご発言お願いします。 

 

委員：  インフルエンザが流行しておりますが、津市では高齢者は千円くらい

で受けられるのに、何故目標達成できないのか。 

 

担当主幹：こちらは健康づくり課の事業ですが、何故接種率が下がったのか確認

しましたが、はっきりした分析はできていないが、受ける時期にとても

暖かかったという事もあって、受けるムードというか、そのあたりが影

響したのではないかというお話でした。 

 

委員：  分かりました。達成している部分もあるし、実施中のものもあるので

よろしいのではないか。 

 

議長：  他の方よろしいですか。 

他に無いようですのでこれで終了させていただきます。本日の予定し

ていました議題はすべて終わりました。 

皆様大変お忙しい中、熱心にご協議賜りましてありがとうございまし

た。次回もよろしくお願いします。 

      

課長：  本日はどうもありがとうございました。次回の 29 年第２回国民健康

保険運営協議会は８月に開催予定ですのでどうぞよろしくお願いした

いと思います。本日はどうもありがとうございました。 


